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理解が深まることを願って

ＪＡのディスクロージャーとは

『信頼され、未来へ続く東京農業』について

組合員・地域のみなさまに

本冊子は、農業協同組合法第54条の3に基づいて作成したディスクロージャー誌です。

本冊子については、ＪＡ八丈島の決算期（令和6年4月1日～令和7年3月31日）の情報について掲載
しております。

記載した金額は、表示単位未満を切り捨てのうえ表示しております。したがって、合計数値と合致
しない場合がありますのでご留意ください。

金額については、0円の場合は「―」、表示未満の端数がある場合は「0」で表示しております。

　ディスクロージャー（Disclosure）とは、「企業の業績や財務
内容などの公開」のことです。
財務状況や経営内容はどうなのか、どんな商品があるのか、と
いった情報を公開することで企業の透明性を高め、利用者からの
信頼を維持・向上することを目的としています。
　ＪＡも、経営情報などの開示を通じて経営の透明性を高める観
点などから、ディスクロージャーが求められています。

　私たちは、組合員・地域のみなさまの経済・生活・文化の発展
に貢献していくことが重要だと考えます。
　このディスクロージャー誌を通じて、ＪＡ八丈島へのご理解が
一層深まることを願っています。

　そのため、大都市のＪＡとして安心・安全な野菜などを食卓へ
届けるのはもちろん、災害時の避難場所としての農地の提供など
様々なかたちで組合員・地域のみなさまとつながり、生活に貢献
していくことが大切であると考えています。

　みなさまから貯金等を通じお預かりしている大切な資産につき
ましては、当然、健全で安定した経営を心がけるとともに経営内
容を公開し、組合員・地域のみなさまに信頼を得ていくことが大
切です。

　ＪＡは、貯金などの信用事業、保障などの共済事業や営農指
導・販売、購買などの各事業を行っており、各事業が相互に補完
しサービスを総合的に提供する事業体です。
　また、ＪＡは組合員（一般の株式会社での株主に相当）により
組織され、組合員が運営・利用するという協同組織です。
　一般の会社では、高収益・高配当を目的としていますが、ＪＡ
は各事業を通じて組合員・地域のみなさまへの貢献を第一に考え
大切にしております。

J T D
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ごあいさつ

　日頃、皆さまには格別のご愛顧をいただき厚く御礼申し上げます。
　ＪＡ八丈島は、情報開示を通じて経営の透明性を高めるとともに、当ＪＡに対するご理解を一層
深めていただくために、当ＪＡの主な事業の内容や組織概要、経営の内容などについて、わかりや
すくまとめたディスクロージャー誌を作成いたしました。
　皆さまが当ＪＡの事業をさらにご利用いただくための一助として、是非ご一読いただきますよう
お願い申し上げます。
　今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

令和７年７月
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（１）

（２）

（３）

　総合事業（営農･経済、生活･購買、信用、共済、厚生、旅行､介護、直売･加工等）を通じて、組合員と
地域住民の生活インフラの一翼として役割を発揮します。

　「健全な経営体質」と「透明感のある組織運営」を構築するため、財務体質の健全性向上に努め、リス
ク管理態勢の確立とコンプライアンスを重視した職場づくりに取り組みます。
　農協法の理事構成要件の改正もふまえ、業務執行体制を見直し、地域農業の担い手や実践的な能力を有
する者の登用拡大に向けて取り組みます。
　自ら策定した自己改革の取組施策を着実に実践するため、経営資源のシフトや人材育成を通じ、営農・
経済事業の体制を強化します。

「地域の活性化」への貢献

健全経営の為の取り組み

経営方針

基本方針

　令和７年度は農業振興と当JAの安定経営実現のため、各課題の解決に向けて具体的に取り組みます。従っ
てこの期の経営については、次の方針で臨むこととします。

現在行っている事業の着実な実践と、利益の確保に向けて、各事業の収益性向上などの具体策の
実践に取組みます。

コンプライアンス対策と業務改善のために、JA内外の研修への参加など、計画的に役職員の理解
を進めます。

新規就農者や新たな活動参加者の活力を取り込み、地域農業振興や経営環境の変化に対応できる
組織作りに努めます。
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　八丈島農業協同組合（以下「当組合」といいます。）は、組合員・利用者等の皆様の個
人情報を正しく取扱うことが当組合の事業活動の基本であり社会的責務であることを認識
し、以下の方針を遵守することを誓約します。

　当組合は、個人情報につき、ご本人からの質問・苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、そのための内部体制の整備
に努めます。

１０．継続的改善

　当組合は、保有個人データ等につき、法令に基づきご本人からの開示・訂正・利用停止等に応じます。
　保有個人データとは、保護法第16条第４項に規定するデータをいいます。

９．苦情窓口

　当組合は、取扱う個人データ及び特定個人情報を利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、また安全
管理のために必要・適切な措置を講じ従業者および委託先を適正に監督します。
なお、個人データとは、保護法第16条第３項が規定する、個人情報データベース等（保護法第16条第１項）を構成す
る個人情報をいい、以下同様とします。

６．第三者提供の制限
　当組合は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データ
を第三者に提供しません。
また、当組合は、番号利用法第19条各号により例外として扱われるべき場合を除き、ご本人の同意の有無に関わら
ず、特定個人情報を第三者に提供しません。

７．機微（センシティブ）情報の取り扱い

１．関連法令等の遵守
　当組合は、個人情報を適正に取扱うために、「個人情報の保護に関する法律」（以下「保護法」といいます。）そ
の他、個人情報保護に関する関係諸法令および個人情報保護委員会のガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守
します。
個人情報とは、保護法第２条第１項、第２項に規定する、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるも
のをいい、以下も同様とします。
　また、当組合は、特定個人情報を適正に取扱うために、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律」（以下「番号利用法」といいます。）その他、特定個人情報の適正な取扱いに関する関係諸法令
およびガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。
　特定個人情報とは、番号利用法第２条第８項に規定する、個人番号をその内容に含む個人情報をいい、以下も同様
とします。

２．利用目的

個人情報保護方針

８．開示・訂正・利用停止等

　当組合は、個人情報の取扱いにおいて、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめご本人の同意を得た場合
および法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を利用し
ます。ただし、特定個人情報においては、利用目的を特定し、ご本人の同意の有無に関わらず、利用目的の範囲を超
えた利用は行いません。
ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様とします。
利用目的は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通知
し、または公表します。ただし、ご本人から直接書面で取得する場合には、あらかじめ明示します。

３．適正取得
　当組合は、個人情報を取得する際、適正かつ適法な手段で取得いたします。

４．安全管理措置

　当組合は、個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方針の継続的な改善に努めます。

５．仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱い
　当組合は、仮名加工情報（保護法第２条第５項）及び匿名加工情報（保護法第２条第６項）の取扱いに関しては、
保護法・ガイドライン等に則して、安全管理に関する必要かつ適切な措置を講じます。

　当組合は、ご本人の機微（センシティブ）情報（要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医
療等に関する情報）については、法令等に基づく場合や業務遂行上必要な範囲においてご本人の同意をいただいた場
合等を除き、取得・利用・第三者提供はいたしません。
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（外部専門機関との連携）

（職員の安全確保）

５．
　当組合は、警察、財団法人暴力追放推進センター、弁護士など、反社会的勢力を排除するための各種活動を行っ
ている外部専門機関等と密接な連携をもって、反社会的勢力と対決します。

※1

３．

マネー・ローンダリング等および反社会的勢力等への対応に関す
る基本方針

　八丈島農業協同組合（以下「当組合」といいます。）は、事業を行うにつきまして、マ
ネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の金融サービスの濫用（以下、「マネー・
ローンダリング等」という。）の防止に取り組むとともに、反社会的勢力等に対して断固
とした姿勢で臨むことをここに宣言します。
　また、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、被害者救済など必要な対応を
講じます。

　当組合は、反社会的勢力等に対して取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力等による不当
要求を拒絶します。

（管理態勢等）

（マネー・ローンダリング等の防止）

２．

　当組合は、実効的なマネー・ローンダリング等防止を実施するため、自らが直面しているリスクを国家公安委員
会が公表している犯罪収益移転危険度調査書やその他ガイドラインを勘案し、適時・適切に特定・評価し、リスク
に見合った低減措置を講じます。

１．
　当組合は、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除の重要性を認識し、経営戦略にお
ける重要な課題の１つとして位置付け、適用となる法令等や政府指針を遵守するため、当組合の特性に応じた態勢
を整備します。
　また、適切な措置を適時に実施できるよう、経営陣が管理態勢確立等について主導性を発揮し、フォワード・
ルッキングなギャップ分析、組織横断的な対応の高度化、専門性や経験を踏まえた経営レベルでの戦略的な人員確
保・教育・資源配分等を実施し、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力等との取引排除について周知
徹底を図ります。

（反社会的勢力等との決別）

反社会的勢力とは、平成19年6月に政府が公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に記載される
集団または個人を指します。

※2 反社会的勢力等とは、上記反社会的勢力のほか暴力団との関係が認められない反社会性を有する集団または
個人（凍結口座名義人等の犯罪集団への関与が疑われる者、資産凍結等経済制裁措置対象者等）を指しま
す。

４．
　当組合は、マネー・ローンダリング等防止および反社会的勢力に対して、組織的な対応を行い、職員の安全確保
を最優先に行動します。
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④代理事業

　東京都信用農業協同組合連合会の代理店としての業務は、同連合会のご指導とご支援の下、順調
に業務を進めることができました。

③販売事業

　担い手不足や高齢化等による農業生産力の低下が見受けられましたが、農産物の販路拡大や共撰共販促進等
に努めました。
　販売事業総利益は、計画額２４百万円に対して年度末実績額２４百万円で計画対比１０２．９％（７０万円
増）となりました。

　取扱量の拡大のために肥料等のセール・キャンペーンに取組みましたが、生産資材・生活物資共に商品の売
上が低迷した状況と、世界的な原材料価格の高騰により仕入原価や商品価格も高騰し苦慮しましたが、供給高
は計画を上回る形となりました。
　購買事業全体の供給高は、計画額２５５百万円に対して年度末実績額２６１百万円で計画対比１０２．５％
（６百万円増）となりました。
《生産資材》
　生産資材の供給高は、計画額１７０百万円に対して年度末実績１６４百万円で計画比９６．１％（６百万円
減）となりました。
《生活資材》
　生活資材の供給高は、計画額８４百万円に対して年度末実績９６百万円で計画比１１３．６％（１１百万円
増）となりました。

①共済事業

②購買事業

事業の概況
令和６年度は、東京島しょ農業協同組合から八丈島農協に名称変更がなされた後の第４期目となります。
　この期の基本方針を、農業振興と当ＪＡの安定経営実現のため、各課題の解決に向けて具体的な取組みを
実行していくこととしました。
　方針に基づき、現在行っている事業の着実な実践と、経済事業の収益性向上、コンプライアンス対策と業
務改善に取り組みました。
　令和６年度の決算は、人件費等の費用削減は計画に沿った形となったものの、共済事業や購買事業におけ
る収益減が影響して、事業利益段階で２１百万円の赤字となり、経常利益でも３百万の赤字、最終的に当期
純損失を１１百万円計上することとなりました。

　組合員・島民の満足度向上と職員の資質向上に努め、保障ニーズに応えた商品の普及活動に取り組みまし
たが、共済の新契約につきましては、目標額１７６，７００万円に対して年度末実績額２１９，３００万円
となりました。また、長期共済保有高は満期共済契約の解約等により２０億円減少して年度末保有高４７７
億円となりました。
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トピックス

※以下の部会の総会は感染症対策等考慮し、直接開催を避け書面議決により開催。

内　　　容

令和５年度事業報告、令和６年度事業計画設定

令和6年6月 八丈島切葉切花出荷組合 総会 令和5年度事業実績・令和6年度事業計画、その他

令和6年4月～5月 八丈島公設市場出荷組合 総会 令和5年度事業実績・令和6年度事業計画、その他

令和6年5月 八丈島あしたば部会 総会 令和5年度事業実績・令和6年度事業計画、その他

令和6年6月13日 八丈島ルスカス共撰共販出荷組合 総会 令和5年度事業実績・令和6年度事業計画、その他

令和6年6月21日 八丈島レモン生産出荷組合 総会 令和5年度事業実績・令和6年度事業計画、その他

令和6年6月6日 八丈島女性部会 総会 令和5年度事業実績・令和6年度事業計画、その他

令和6年6月12日 八丈島レザーファン共撰共販出荷組合 総会 令和5年度事業実績・令和6年度事業計画、その他

令和6年5月10日 八丈島鉢物部会 総会 令和5年度事業実績・令和6年度事業計画、その他

令和6年5月31日 八丈島ロべ共撰共販出荷組合 総会 令和5年度事業実績・令和6年度事業計画、その他

（その他）

令和6年4月12日 八丈島振興青年研究会総会 総会 令和5年度事業実績・令和6年度事業計画、その他

令和6年7月3日
～5日

JAバンク都信連監査 業務運営、事務処理、現金等の実査、個人情報

令和7年1月8日
～10日

JAバンク都信連監査 業務運営、事務処理、現金等の実査、個人情報

（検査・監査）

令和7年1月28日
～30日

東京都条例検査 保管管理、法令遵守、事務リスク管理体制の確認等

令和6年6月25日 第１回監事会 監事の報酬額について

令和6年11月25日 第２回監事会 令和６年度上半期監事監査について

令和7年3月25日 第１１回理事会 令和７年度コンプライアンス・プログラム等について

（監事会）

令和7年1月24日 第９回理事会 コンプライアンス・マニュアルの一部改訂について

令和7年2月25日 第１０回理事会 所在不明組合員の資格喪失、組合員の資格について

令和6年11月25日 第７回理事会 お客様本位の業務運営に関する取組方針の制定について

令和6年12月20日 第８回理事会 八丈町「地域計画」に対する意見について

令和6年9月25日 第５回理事会 規程の一部改正、組合員の資格について

令和6年10月25日 第６回理事会 令和６年度仮決算結果について

令和6年6月25日 第３回理事会 共済規程の一部変更、業務報告書について

令和6年7月22日 第４回理事会 ディスクロージャー誌について

年　月　日 事　　項

（総代会）

令和6年4月25日 第１回理事会 令和５年度決算結果について

令和6年5月24日 第２回理事会 第３回総代会開催及び附議事項について

令和6年6月25日 第３回通常総代会

（理事会）
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令和7年1月31日
～2月2日

第７３回関東東海花の展覧会 共進会出品協力

令和7年1月25日
～26日

第３３回八丈町産業祭 品評会、各部会出品協力等

（催事関連）

令和6年10月25日
～26日

第５３回東京都農業祭 共進会出品協力

令和6年10月1日 棚卸・監査 令和6年9月末仮決算棚卸及び監査

令和7年4月1日 棚卸・監査 令和6年本決算棚卸及び監査

（棚卸・監査）

年　月　日 事　　項 内　　　容
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がんによる入院・手術を保障します。がん診断時や、再発・長期治療のと
きは一時金をお支払いします。
ニーズにあわせて、先進医療保障を加えることもできます。

種　　　類 特　　　　　徴

一生涯にわたる万一の保障を確保できます。
ニーズに合わせて、特約を付加することにより保障内容を自由に設計する
こともできます。

お子さま・お孫さまの教育資金を準備しつつ、万一のときにも備えられま
す。また、ご契約者さまが万一のときは、満期まで毎年養育年金をお支払
いするプランもあります。

老後の生活資金に備えることができます。医師の審査なしの簡単な手続き
で加入できます。
また、最低保障予定利率が設定されているので安心です。

所定の要介護状態となったときの資金準備ができます。公的介護保険制度
と連動しており、介護の不安をわかりやすく保障します。

万一に備えるとともに、資金形成ニーズにも応えることができます。

生存給付特則付一時払
終 身 共 済

医 療 共 済

が ん 共 済

介 護 共 済

生 活 障 害 共 済

定 期 生 命 共 済 お手頃な共済掛金で万一保障をしっかり準備できます。

特 定 重 度 疾 病 共 済 三大疾病やその他生活習慣病などに備える保障です。

事業のご案内

　共済事業は、組合員・地域の皆様の暮らしに潜むリスクに幅広く対応するため、「ひと」・「いえ」・
「くるま」の総合保障を提供しています。
　当ＪＡは暮らしのパートナーとして、ご利用者の皆様の一人ひとりのライフスタイルに合わせた人生設
計に応えられる保障を提供することで、「安心」と「満足」をお届けいたします。

組合員・地域の皆様

生前贈与の機能を備えた一生涯の万一保障です。加入のしやすさも魅力で
す。

日帰り入院からまとまった一時金が受け取れ、一生涯保障や先進医療保障
などライフプランに合わせて自由に設計できます。

ＪＡ共済は、ＪＡとＪＡ共済連がそれぞれ機能分担を行い、組合員・地域の皆様に密着した生活総合保障活動を行って
います。

万一の保障、医療や介護、年金の保障で、ご家族やご自身のくらしをサポートします.

１　共済事業

予 定 利 率 変 動 型
年 金 共 済

終 身 共 済

養 老 生 命 共 済

病気やケガにより身体に障害が残ったときの収入の減少や支出の増加に備
えられます。

こ ど も 共 済

※

認 知 症 共 済
認知症を発症した際の経済的負担に備えるとともに、未然予防や早期発見
をサポートする保障です。

共 済 契 約

共済掛金等のお払込み等

共済金のお支払いなど

万一のときの家族の生活に備える

入院や手術に備える

教育資金や老後に備える
ひとに関する保障
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火災のほか、地震などの自然災害から、大切な建物や家財をお守りします。

建 物 更 生 共 済

火 災 共 済

自 動 車 共 済

自 賠 責 共 済

種　　　類 特　　　　　徴

自動車事故による相手方への賠償保障はもちろんのこと、ご自身やご家族
の乗車中や歩行中等の自動車事故による損害を保障。さらに、お車の損害
や付随的に発生する諸費用まで幅広く保障するプランもあります。

火災はもちろん、台風や地震などの自然災害も幅広く保障します。
掛け捨てではありませんので、保障期間満了時に満期共済金をお支払いし
ます。

お住いの建物が火災によって損害を受けた時に保障します。

自動車の運行によって他人を死傷させたために、自動車の保有者または運
転者が自賠法上の損害賠償責任を負った場合の損害を保障します。すべて
の自動車に契約することが義務づけられている強制共済（保険）です。

自動車事故のさまざまなリスクに、充実の保障とサービスでお応えします。

種　　　類 特　　　　　徴

火災に備える

地震などの自然災害に備える

災害等によるケガに備える

相手方への賠償に備える

事故によるケガ等に備える

お車の修理に備える

いえに関する保障

くるまに関する保障
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　八丈島は東京都都心から南方287kmの海上にあり、内地とは異なる地勢・気象・運輸に加え、少子高齢化
による農業従事者の減少など大変不利な条件下にあります。
　島の特性を十分に生かし、八丈島という地域に合った安定した営農活動を実施できる様、行政と綿密な
連絡を取り、農業生産の増産を図ってまいります。
　また近年では原発や食の安全の問題性が高まっている事も重視しながら、あわせて「農業の安全適正使
用の遵守」にも取り組んでまいります。

　農業生産に必要な資材や暮らしに必要な生活用品等を組合員や地域の皆様へ提供
する事業です。計画的な仕入れにより、安価で良品質の商品を安定的に提供してい
ます。

　管内で生産された農畜産物を農業者に代わっ
て販売しています。
　生産者と消費者を結ぶ「架け橋」として、農
業者の所得向上につなげるとともに、新鮮で安
全・安心な地場農畜産物を消費者に届けていま
す。

ⓒみんなのよい食プロジェクト

　島の実情を踏まえ、組合員が効率よく農業生産活動を行えるよう、諸施設、農機具等の有効活用に努
め、組合員の用に供します。

4　指導事業

２　経済事業

販売事業

購買事業

3　利用事業

　経済事業には、農業者が生産した新鮮な野菜などの農畜産物を消費者にお届けする「販売事業」と、農
業に必要な資材や暮らしに必要なさまざまな生活用品を提供する「購買事業」があり、農業と地域の皆様
の暮らしを結ぶお手伝いをしています。

ＪＡの

おいしい

野菜をどうぞ
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科　　　　目 令和5年度 令和6年度

（単位：千円）

98,703 111,284 

　（１）経済事業未収金 6,326 9,891 
　（２）経済受託債権 22,732 21,633 
　（３）棚卸資産 70,996 81,474 
　　　　　購買品 66,151 78,722 
　　　　　その他の棚卸資産

資産の部

１．信用事業資産 121,998 153,848 

　（１）現金 5,763 5,401 
　（２）預金 116,234 148,446 
　　　　　系統預金 102,882 126,883 
　　　　　系統外預金 13,352 21,562 

２．共済事業資産 284 1,142 

　（１）その他の共済事業資産 284 1,142 

３．経済事業資産

4,844 2,751 
　（４）その他の経済事業資産 42 43 
　（５）貸倒引当金 △1,393 △1,758 

４．雑資産 33,898 158,187 

　（１）雑資産 33,898 158,187 

５．固定資産 176,251 125,491 

　（１）有形固定資産 163,079 114,379 
　　　　　建物 216,531 207,091 
　　　　　機械装置 16,992 15,380 
　　　　　土地 96,668 47,243 
　　　　　その他の有形固定資産 130,273 108,232 
　　　　　減価償却累計額 △297,386 △263,568 
　（２）無形固定資産 13,171 11,111 
　　　　　その他の無形固定資産 13,171 11,111 

６．外部出資 333,279 333,279 

　（１）外部出資 333,279 333,279 
　　　　　系統出資 301,249 301,249 
　　　　　系統外出資 32,030 32,030 

資産の部合計 764,414 883,232 

貸借対照表
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令和6年度

52,108 

249 

273,928 

10,337 
9,590 

254,000 

78,000 

32,857 
19,002 

57,833 52,072 

４．雑負債 31,430 102,987 

　（１）未払法人税等 290 290 
　（２）その他の負債 31,140 102,697 

５．諸引当金 75,929 67,177 

　（１）賞与引当金 2,996 2,962 
　（２）退職給付引当金

科　　　　目 令和5年度

１．共済事業負債 48,805 

　（３）その他の共済事業負債 180 

２．経済事業負債 194,979 

　（１）経済事業未払金 13,394 

　（１）共済資金 28,850 
　（２）未経過共済付加収入 19,774 

　（２）経済受託債務 1,584 
　（３）その他の経済事業負債 180,000 

３．設備借入金 - 

負債の部 （単位：千円）

　（３）役員退職慰労引当金 15,100 12,143 

負債の部合計 351,144 574,202 

・純資産の部

１．組合員資本 412,811 386,280 

　（１）出資金 198,995 184,342 
　（２）利益剰余金 217,978 206,006 
　　　　　利益準備金 185,420 187,149 
　　　　　その他の利益剰余金 32,558 18,856 
　　　　　特別積立金 760 760 
　　　　　当期未処分剰余金 31,797 18,096 
　　　　　　（うち当期剰余金） (8,642) (△11,972)
　（３）処分未済持分 △4,162 △4,068 

純資産の部合計 412,811 386,280 

負債及び純資産の部合計 763,956 960,483 
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　（４）償却債権取立益 504 590 
　（５）雑収入 12,853 10,945 

268,008 268,270 　（３）購買事業収益
　　　　　購買品供給高

(482) (365)

　　　　　その他の収益 6,195 1,192 

　購買事業総利益 71,049 60,188 

　（５）販売事業収益

　　　　　購買品供給費 12,011 14,764 

　　　　　販売手数料 20,998 24,090 

　　　　　（うち貸倒引当金繰入額）
　　　　　その他の費用 1,624 743 

損益計算書

　　　　　その他の収益 10,429 6,397 
　（４）購買事業費用 197,221 207,819 
　　　　　購買品供給原価 183,586 192,311 

379,800 ‐　　　事業収益

　　　　　共済推進費 4,446 4,337 
　　　　　その他の費用 1,849 1,801 

　共済事業総利益 67,965 63,212 

　（２）共済事業費用

（単位：千円）

科　　　　目 令和5年度 令和6年度

　　　　　共済付加収入 71,965 65,743 
　　　　　その他の収益 2,296 3,607 

　　　事業費用 ‐ 216,399 

　（１）共済事業収益 74,262 69,350 

163,400 180,837 １．事業総利益

6,296 6,138 

　（８）加工事業費用 539 603 

　加工事業総利益 1,202 930 

27,193 25,283 

　販売事業総利益 26,663 24,918 

　（７）加工事業収益 1,741 1,534 

　（６）販売事業費用 530 364 
　　　　　その他の費用 530 364 

261,610 257,841 

　利用事業総利益 6,510 5,982 

　（11）その他事業収益 8,206 8,256 

　（９）利用事業収益 6,510 6,453 
　（10）利用事業費用 - 471 

　（13）指導事業支出 1,768 1,002 

　指導事業収支差額 △761 △88 

　その他事業総利益 8,206 8,256 

　（12）指導事業収入 1,006 913 

　（２）業務費 7,920 8,362 
　（３）諸税負担金 5,764 6,896 

２．事業管理費 197,070 184,459 

　（１）人件費 151,460 139,291 

事業利益 △16,233 △21,058 

３．事業外収益 21,166 20,157 

　（４）施設費 31,184 28,911 
　（５）その他事業管理費 739 997 

　（２）受取出資配当金 6,912 7,589 
　（３）賃貸料 600 600 

　（１）受取雑利息 296 431 
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　（１）支払雑利息 217 339 
　（２）寄付金 60 40 
　（３）雑損失 1,295 2,661 

４．事業外費用 1,573 3,040 

△3,941 

６．特別損失 4,387 28,224 

　（１）固定資産処分損 - 12,512 
　（２）固定資産圧縮損 - 8,585 

５．特別利益 9,960 20,483 

　（１）一般補助金 - 8,585 
　（２）その他の特別利益 9,960 11,898 

経常利益 3,359 

　　当期首繰越剰余金 23,155 30,068 

　（３）その他の特別損失 4,387 7,126 

税引前当期利益 8,932 △11,682 

　　法人税・住民税及び事業税 290 290 

　法人税等合計 290 290 

　　当期剰余金 8,642 △11,972 

当期未処分剰余金 31,797 18,096 

14 2025 JA八丈島 Disclosure



　

注記表

◇ 令和6年度

第 4 期　注記表

購買品 :総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用して
います。

その他の棚卸資産 :個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用してい
ます。

（イ）市場価格のない株式等　：移動平均法による原価法

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

八丈島農業協同組合
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

Ⅰ.重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．評価基準及び評価方法
（１）有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及び評価方法

３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金
　貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産査定要領、経理規程及び決算事務手続要領に則り、
次のとおり計上しています。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債権及びそれ
と同等の状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権額から担保の処分可能見
込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。
　また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務
者に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控
除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上してい
ます。
　上記以外の債権については、今後の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、過去
の一定期間における貸倒実績率の平均値に将来の損失発生見込みに係る必要な修正を加えた予想
損失率に基づき算定した額を計上しています。
　すべての債権は、資産査定要領に基づき、融資担当部署等が資産査定を実施し、当該部署から
独立した資産監査部署が査定結果を監査しています。

（２）賞与引当金
　職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上して
います。

２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
　定率法を採用しています。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ています。

（２）無形固定資産
　定額法を採用しています。

（３）退職給付引当金
　職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しています。
　なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職
給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

（４）外部出資等損失引当金
　当ＪＡの外部出資先への出資に係る損失に備えるため、出資形態が株式のものについては有価証
券の評価と同様の方法により、株式以外のものについては貸出債権と同様の方法により、必要と認
められる額を計上しています。
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　農林漁業団体職員共済組合より通知される特例業務負担金の将来負担見込額に基づき計上してい
ます。

４．収益及び費用の計上基準

　当ＪＡの利用者等との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及
び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。

①　購買事業
　農業生産に必要な資材と生活に必要な物資を共同購入し、組合員に供給する事業であり、当Ｊ
Ａは利用者等との契約に基づき、購買品を引き渡す義務を負っています。この利用者等に対する
履行義務は、購買品の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認識しています。

②　販売事業
　組合員が生産した農畜産物を当ＪＡが直売所等で販売する事業であり、当ＪＡは利用者等との
契約に基づき、販売品を引き渡す義務を負っています。この利用者等に対する履行義務は、販売
品の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認識しています。

（５）特例業務負担金引当金

６．計算書類等に記載した金額の端数処理の方法
　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、金額千円未満の科目については「０」で表示
しています。

７．その他計算書類等の作成のための基本となる重要な事項
（１）事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法
　当ＪＡは、事業別の収益および費用について、事業間取引の相殺消去を行っています。また、損
益計算書の事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則にしたがい、各事業間の内部
損益を除去した額を記載しています。

③　加工事業
　組合員が生産した農畜産物を原料に、加工食品等を製造して販売する事業であり、当ＪＡは利
用者等との契約に基づき、加工した商品を引き渡す義務を負っています。この利用者等に対する
履行義務は、販売品の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認識しています。

④　利用事業
　葬祭施設や農業用機械等を共同で利用する事業であり、当ＪＡは利用者等との契約に基づき、
役務提供する義務を負っています。この利用者等に対する履行義務は、各種施設の利用が完了し
た時点で充足することから、当該時点で収益を認識しています。

⑤　指導事業
　組合員の営農にかかる各種相談・研修サービスを提供する事業であり、当ＪＡは利用者等との
契約に基づき役務提供する義務を負っています。この利用者等に対する履行義務は、主にサービ
スの提供が完了した時点で充足することから、当該時点で収益を認識しています。

５．消費税及び地方消費税の会計処理の方法
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。ただし、固定資産に係る控除対
象外消費税等は雑資産に計上し、５年間で均等償却を行っています。

（２）当ＪＡが代理人として関与する取引の損益計算書の表示について
　購買事業収益のうち、当ＪＡが代理人として購買品の供給に関与している場合には、純額で収益
を認識して、購買手数料として表示しています。
 また、販売事業収益のうち、当ＪＡが代理人として販売品の販売に関与している場合には、純額
で収益を認識して、販売手数料として表示しています。

Ⅱ.会計方針の変更に関する注記

１．棚卸資産の評価方法の変更
　棚卸資産のうち購買品に係る評価方法は、従来、移動平均法による原価法（収益性の低下による
簿価切下げの方法）を採用していましたが、当事業年度より総平均法による原価法（収益性の低下
による簿価切下げの方法）に変更しています。
　この評価方法の変更は、当事業年度に新たな業務システム（経済システム）を導入したことを契
機として、棚卸資産の評価及び期間損益計算をより適正に行うことを目的としたものであり、前事
業年度末の帳簿価額を当事業年度の期首残高として、期首から将来に亘り総平均法による原価法
（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しています。なお、この変更による影響額は軽微
であるため、遡及適用は行っていません。
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Ⅲ.会計上の見積りに関する注記

１．貸倒引当金
(１)当事業年度の計算書類に計上した金額

貸倒引当金 1,758千円※

　有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は231,287千円であり、その内訳は次のと
おりです。

建物 95,187千円 構築物 81,591千円 機械及び装置 7,623千円

※貸倒引当金の総額を記載しています。事業別の内訳は、「貸借対照表等の附属明細書」の「引当金等の明細」に
記載しています。

(２)会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
　貸倒引当金の見積りにあたって採用した計上基準については、「重要な会計方針に係る事項に
関する注記」の「引当金の計上基準」に記載しています。また、債務者の実態に応じた財務状
況、資金繰り、収益力等を検討したうえで、返済能力を判定し、これを貸倒引当金の見積りに関
する主要な仮定としています。
　債務者の財務状況、資金繰り、収益力の変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した
場合は、翌事業年度に係る計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性がありま
す。

Ⅳ.貸借対照表に関する注記

１．資産に係る圧縮記帳額

（２）退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付引当金 57,833 千円

19,767千円

Ⅴ.退職給付に関する注記

１．退職給付に係る注記

（１）採用している退職給付制度の概要
　職員の退職給付にあてるため、退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用しています。ま
た、この制度に加え、同規程に基づき退職給付の一部にあてるため全国共済農業協同組合連合会
による確定給付企業年金制度及び一般財団法人全国農林漁業団体共済会による退職金共済制度に
加入しています。このうち退職金共済制度における当ＪＡの給付額25,136千円を控除したものを
退職給付債務としています。
　なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る期末自己都合要支給額を
退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

車両運搬具 36,850千円 器具備品 2,095千円 無形固定資産

（３）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 57,072 千円
未積立退職給付債務 57,072 千円

退職給付費用 6,148 千円

期末における退職給付引当金 52,072 千円

Ⅵ.収益認識に関する注記
「Ⅰ.重要な会計方針に係る事項に関する注記における５．収益及び費用の計上基準」に同一の
内容を記載しているため、注記を省略しています。

合計 6,148 千円

２．特例業務負担金の将来見込額
　厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済
組合法等を廃止する等の法律附則第57条に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等
の業務に要する費用に充てるため、当事業年度において特例業務負担金1,878千円を拠出していま
す。
　なお、同組合より示された令和7年３月31日現在における平成44年３月までの特例業務負担金の将
来見込額は、12,143千円となっています。

退職給付引当金 52,072 千円

（４）退職給付に関連する損益
勤務費用 6,148 千円
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（１）有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準及び評価方法

　

◇ 令和5年度

第 3 期　注記表

②その他有価証券

（イ）市場価格のない株式等　　：移動平均法による原価法

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
購買品 :移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用し

ています。

八丈島農業協同組合
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

Ⅰ.重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券　　　　：償却原価法（定額法）

　定率法を採用しています。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ています。

（２）無形固定資産
　定額法を採用しています。

３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金

その他の棚卸資産 :個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用してい
ます。

２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産

　貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産査定要領、経理規程及び決算事務手続要領に則り、次
のとおり計上しています。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債権及びそれと
同等の状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額
及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。
　また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者
に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除
し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上していま
す。
　上記以外の債権については、今後の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、過去の
一定期間における貸倒実績率の平均値に将来の損失発生見込みに係る必要な修正を加えた予想損失
率に基づき算定した額を計上しています。
　すべての債権は、資産査定要領に基づき、融資担当部署等が資産査定を実施し、当該部署から独
立した資産監査部署が査定結果を監査しています。

（２）賞与引当金
　職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上して
います。

（３）退職給付引当金
　職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しています。
　なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職
給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。
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（４）外部出資等損失引当金
　当ＪＡの外部出資先への出資に係る損失に備えるため、出資形態が株式のものについては有価証
券の評価と同様の方法により、株式以外のものについては貸出債権と同様の方法により、必要と認
められる額を計上しています。

（５）特例業務負担金引当金
　農林漁業団体職員共済組合より通知される特例業務負担金の将来負担見込額に基づき計上して
います。

４．収益及び費用の計上基準

⑤　指導事業
　組合員の営農にかかる各種相談・研修サービスを提供する事業であり、当ＪＡは利用者等との契
約に基づき役務提供する義務を負っています。この利用者等に対する履行義務は、主にサービスの
提供が完了した時点で充足することから、当該時点で収益を認識しています。

５．消費税及び地方消費税の会計処理の方法
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。ただし、固定資産に係る控除対
象外消費税等は雑資産に計上し、５年間で均等償却を行っています。

６．計算書類等に記載した金額の端数処理の方法
　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、金額千円未満の科目については「０」で表示
しています。

　当ＪＡの利用者等との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び
収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。

①　購買事業
　農業生産に必要な資材と生活に必要な物資を共同購入し、組合員に供給する事業であり、当ＪＡ
は利用者等との契約に基づき、購買品を引き渡す義務を負っています。この利用者等に対する履行
義務は、購買品の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認識しています。

②　販売事業
　組合員が生産した農畜産物を当ＪＡが直売所等で販売する事業であり、当ＪＡは利用者等との契
約に基づき、販売品を引き渡す義務を負っています。この利用者等に対する履行義務は、販売品の
引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認識しています。

③　加工事業
　組合員が生産した農畜産物を原料に、加工食品等を製造して販売する事業であり、当ＪＡは利用
者等との契約に基づき、加工した商品を引き渡す義務を負っています。この利用者等に対する履行
義務は、販売品の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認識しています。

④　利用事業
　葬祭施設や農業用機械等を共同で利用する事業であり、当ＪＡは利用者等との契約に基づき、役
務提供する義務を負っています。この利用者等に対する履行義務は、各種施設の利用が完了した時
点で充足することから、当該時点で収益を認識しています。

７．その他計算書類等の作成のための基本となる重要な事項
（１）事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法
　当ＪＡは、事業別の収益および費用について、事業間取引の相殺消去を行っています。また、損
益計算書の事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則にしたがい、各事業間の内部
損益を除去した額を記載しています。

（２）当ＪＡが代理人として関与する取引の損益計算書の表示について
　購買事業収益のうち、当ＪＡが代理人として購買品の供給に関与している場合には、純額で収益
を認識して、購買手数料として表示しています。
 また、販売事業収益のうち、当ＪＡが代理人として販売品の販売に関与している場合には、純額
で収益を認識して、販売手数料として表示しています。
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Ⅱ.会計上の見積りに関する注記

１．貸倒引当金
(１)当事業年度の計算書類に計上した金額

貸倒引当金 1,393 千円※

　有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は351,007千円であり、その内訳は次のと
おりです。

建物 95,187千円 構築物 180,360千円 機械及び装置 7,623千円

※貸倒引当金の総額を記載しています。事業別の内訳は、「貸借対照表等の附属明細書」の「引当金等の明細」に
記載しています。

(２)会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
　貸倒引当金の見積りにあたって採用した計上基準については、「重要な会計方針に係る事項に関
する注記」の「引当金の計上基準」に記載しています。また、債務者の実態に応じた財務状況、資
金繰り、収益力等を検討したうえで、返済能力を判定し、これを貸倒引当金の見積りに関する主要
な仮定としています。
　債務者の財務状況、資金繰り、収益力の変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場
合は、翌事業年度に係る計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。

Ⅲ.貸借対照表に関する注記

１．資産に係る圧縮記帳額

（２）退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付引当金 75,095 千円

19,767千円

Ⅳ.退職給付に関する注記

１．退職給付に係る注記

（１）採用している退職給付制度の概要
　職員の退職給付にあてるため、退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用しています。ま
た、この制度に加え、同規程に基づき退職給付の一部にあてるため全国共済農業協同組合連合会に
よる確定給付企業年金制度及び一般財団法人全国農林漁業団体共済会による退職金共済制度に加入
しています。このうち退職金共済制度における当ＪＡの給付額18,984千円を控除したものを退職給
付債務としています。
　なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退
職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

車両運搬具 28,266千円 器具備品 19,803千円 無形固定資産

（３）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 57,833 千円
未積立退職給付債務 57,833 千円

退職給付費用 6,990 千円

期末における退職給付引当金 57,833 千円

Ⅴ.収益認識に関する注記
「Ⅰ.重要な会計方針に係る事項に関する注記における４．収益及び費用の計上基準」に同一の内
容を記載しているため、注記を省略しています。

合計 6,990 千円

２．特例業務負担金の将来見込額
　人件費（うち法定福利費）には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を
図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第57条に基づき、旧農林共済組
合（存続組合）が行う特例年金等の業務に要する費用に充てるため拠出した特例業務負担金1,991千
円を含めて計上しています。
　なお、同組合より示された令和３年３月31日現在における平成44年３月までの特例業務負担金の
将来見込額は、15,100千円となっています。

退職給付引当金 57,833 千円

（４）退職給付に関連する損益
勤務費用 6,990 千円
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次期繰越剰余金（Ａ－Ｂ） 18,096 30,068 

1,729 

剰余金処分額（Ｂ）

利益準備金

剰余金処分計算書

（単位：千円、％）

科 目

18,096 

1,729 - 

令和６年６月２５日総代会承認 令和７年６月２７日総代会承認

令和5年度 令和6年度

31,797 

- 

当期未処分剰余金（Ａ）
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合計
共　　済
事　　業

農業関連
事　　業

生活その他
事　　　業

営農指導
事　　業

共通管
理費等

379,800 69,350 181,208 128,327 913 

216,399 6,138 120,673 88,585 1,002 

163,400 63,212 60,535 39,741 △88 

184,459 46,221 84,477 49,660 4,100 

10,953 3,285 4,958 2,589 119 

(139,291) (26,965) (62,397) (42,719) (7,209)

※うち共通管理費  ⑥ 36,858 55,619 29,044 1,339 △122,861 

(うち減価償却費  ⑦) (3,285) (4,958) (2,589) (119) (△10,953)

(うち人件費　  　⑦') (12,152) (18,338) (9,576) (441) (△40,508)

△21,058 16,991 △23,942 △9,918 △4,189 

20,157 6,047 9,125 4,765 219 

※うち共通分⑩ 6,047 9,125 4,765 219 △20,157 

3,040 912 1,376 718 33 

※うち共通分⑫ 912 1,376 718 33 △3,040 

△3,941 22,126 △16,193 △5,871 △4,002 

20,483 6,145 9,272 4,842 223 

※うち共通分⑮ 6,145 9,272 4,842 223 △20,483 

28,224 8,467 12,777 6,672 307 

※うち共通分⑰ 8,467 12,777 6,672 307 △28,224 

△11,682 19,804 △19,697 △7,701 △4,086 

1,226 1,980 880 △4,086 

△11,682 18,578 △21,678 △8,581 

（人員割＋人件費を除いた事業管理費＋事業総利益割）の平均値

（人員割＋人件費を除いた事業管理費＋事業総利益割）の平均値

(単位：％)

区　　　　　　分
共　　済
事　　業

農業関連
事　　業

生活その他
事　　　業

営農指導
事　　業

計

30.00% 45.26% 23.65% 1.09% 100.00%

30.00% 48.47% 21.53% 100.00%営農指導事業

 (２)営農指導事業

 (１)共通管理費等

１．「農業関連事業」とは生産資材購買・販売・倉庫・加工・利用等の事業を指す。

　　「生活その他事業」とは生活物資購買・宅地等供給等の事業を指す。

２．共通管理費等及び営農指導事業の他部門への配賦基準等

経常利益　　　　　　 ⑬
(⑧＋⑨－⑪)

特別利益　　　　　 　⑭

事業外費用　　　　　 ⑪

営農指導事業分配賦後
税引前当期利益　　　 ⑳
(⑱－⑲)

３．配賦割合(２の配賦基準で算出した配賦の割合)

共通管理費

特別損失　　　　　　 ⑯

税引前当期利益　　　 ⑱
(⑬＋⑭－⑯)

※　⑥、⑩、⑫、⑮、⑰は、各事業に直課できない部分

営農指導事業分
配賦額　　　　　　　 ⑲

区　　　　　　分

事業収益　　　　　   ①

事業費用　　　　　　 ②

事業総利益　　   　　③
(①－②)

事業管理費　　　　   ④

(うち減価償却費　   ⑤)

(うち人件費　　　 　⑤')

事業利益　　　　  　 ⑧
(③－④)

事業外収益　　　　　 ⑨

部門別損益計算書

◇ 令和6年度

(注)
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合計
共　　済
事　　業

農業関連
事　　業

生活その他
事　　　業

営農指導
事　　業

共通管
理費等

387,193 74,262 212,179 99,745 1,006 

206,356 6,296 133,745 64,546 1,768 

180,837 67,965 78,433 35,198 △761 

197,070 35,179 114,822 39,174 7,893 

11,722 3,221 5,013 3,226 261 

(151,460) (27,943) (89,966) (29,861) (3,689)

※うち共通管理費  ⑥ 13,938 24,421 27,567 1,146 △67,074 

(うち減価償却費  ⑦) (1,476) (2,587) (2,920) (121) (△7,105)

(うち人件費　  　⑦') (9,732) (17,052) (19,249) (800) (△46,834)

△16,233 32,786 △36,389 △3,976 △8,654 

21,166 4,398 7,706 8,699 361 

※うち共通分⑩ 4,398 7,706 8,699 361 △21,166 

1,573 326 573 647 26 

※うち共通分⑫ 326 573 647 26 △1,573 

3,359 36,858 △29,256 4,076 △8,319 

9,960 2,069 3,626 4,092 170 

※うち共通分⑮ 2,069 3,626 4,092 170 △9,960 

4,387 911 1,597 1,803 75 

※うち共通分⑰ 911 1,597 1,803 75 △4,387 

8,932 38,016 △27,227 6,365 △8,224 

1,728 2,787 3,707 △8,224 

8,932 36,288 △30,014 2,658 - 

（人員割＋人件費を除いた事業管理費＋事業総利益割）の平均値

（人員割＋人件費を除いた事業管理費＋事業総利益割）の平均値

(単位：％)

区　　　　　　分
共　　済
事　　業

農業関連
事　　業

生活その他
事　　　業

営農指導
事　　業

計

20.78% 36.41% 41.10% 1.71% 100.00%

21.02% 33.89% 45.09% 100.00%

事業収益　　　　　   ①

(うち減価償却費　   ⑤)

(うち人件費　　　 　⑤')

事業費用　　　　　　 ②

営農指導事業

２．共通管理費等及び営農指導事業の他部門への配賦基準等

　　「生活その他事業」とは生活物資購買・宅地等供給等の事業を指す。

◇ 令和5年度

経常利益　　　　　　 ⑬
(⑧＋⑨－⑪)

特別利益　　　　　 　⑭

特別損失　　　　　　 ⑯

事業利益　　　　  　 ⑧
(③－④)

事業外収益　　　　　 ⑨

事業外費用　　　　　 ⑪

区　　　　　　分

事業総利益　　   　　③
(①－②)

事業管理費　　　　   ④

営農指導事業分配賦後
税引前当期利益　　　 ⑳
(⑱－⑲)

共通管理費

税引前当期利益　　　 ⑱
(⑬＋⑭－⑯)

営農指導事業分
配賦額　　　　　　　 ⑲

 (２)営農指導事業

 (１)共通管理費等

３．配賦割合(２の配賦基準で算出した配賦の割合)

※　⑥、⑩、⑫、⑮、⑰は、各事業に直課できない部分

(注)

１．「農業関連事業」とは生産資材購買・販売・倉庫・加工・利用等の事業を指す。
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確　認　書

1

菊池　勝男

令和７年７月２５日

八丈島農業協同組合

財務諸表の正確性等にかかる確認

　私は、当ＪＡの令和6年４月１日から令和7年３月31日までの事業年度にかかるディ
スクロージャー誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関するすべての重要な点に
おいて、農業協同組合法施行規則に基づき適正に表示されていることを確認いたしま
した。

重要な経営情報については、理事会等へ適切に付議・報告されております。

　この確認を行うに当たり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備され、有
効に機能していることを確認しております。

2

業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する体制が整備さ
れております。

(1)

(2)

(3)

業務の実施部署から独立した内部監査部門が内部管理体制の適切性・有効性を検
証しており、重要な事項については理事会等に適切に報告されております。

代表理事組合長
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注 1.

2.

3.

当期剰余金は、銀行等の当期利益に相当するものです。

令和３年度に組合の新設分割を行った結果、各数値が大幅に減少しております。

経常収益は各事業収益の合計額を表しています。

その他事業収益

職員数 67 34 32 29 28 

総資産額 1,273 802 762 764 883 

403 413 309 純資産額 745 433 

199 198 184 

当期剰余金 31 15 △25 8 △11 

出資金 229 201 

損益の状況

最近の５事業年度の主要な経営指標

経常収益(事業収益） 438 229 387 386 379 

（単位：百万円、口、人、％）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

78 76 74 74 69 

200 43 23 

経常利益 36 

27 25 

533 327 267 

17 

項 目

268 268 

共済事業収益

購買事業収益

販売事業収益

13 △22 3 △3 

146 26 23 17 
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1,050 
182 188 

(注１)

合　　　　　計

(注)

種 類
令和5年度 令和6年度

件数

950 

(注２)

11 

952 

がん共済

定期医療共済

医療共済
950 

55 

1,027 1,074 

種 類

　（うちこども共済）

医療共済

がん共済

令和6年度

「種類」欄は主たる共済種類ごとに記載し、金額は当該共済種類ごとに保障金額(生命系共済は死亡保障の金額(付加された定期
特約金額等を含む)を記載しています。

3,603 

定期医療共済

47,780 

373 

166 

11 

11 

生
命
系 27 

1 

30 

2 7 

167 

定期生命共済

終身共済

養老生命共済

10 

医療共済の金額は、上段に入院共済金額、下段に治療共済金額を記載しています。

年金共済 169 

2,740 

1,050 

建物更生共済

11 

166 161 

合　　　　　計

「種類」欄は主たる共済種類ごとに記載し、金額は当該共済種類ごとに共済金額を記載しています。なお、同一の共済種類に主
たる共済金額が複数ある場合は、新たに欄を追加して記載するとともに、共済種類ごとの合計欄を記載しています。

2,522 372 

（単位：件、百万円）

令和5年度

金額 件数

1,107 

161 

金額

360 

148 

10 

11 

174 5 

3,766 

2,863 45,890 

49,770 

（単位：件、千円）

27 

1 

30 

5 

82 

362 

2 

共済事業

１　長期共済保有高

２　医療系共済の共済金額保有高

910 

62 67 

44,277 

11 55 

金額

7 

2,326 

件数 金額件数

1,288 

87 
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62 47 

1,880 

令和6年度

1 

10 

93 

3 

掛金

57 42 

1 

金額件数

火災共済

自動車共済

(注)

1,840 

174 

62 

合　　　　　計

（単位：件、百万円）

年金開始前

年金開始後

60 

1 

自賠責共済

60 

傷害共済

1 

3,714 

28 

23 

1,399 10 

23 

1,370 

3,639 

2 

種 類

169 105 

112 

件数 金額

112 

件数 金額

掛金件数 金額

4 

45 

金額は、年金年額を記載しています。

4,928 384 

(注)

15 

種 類
令和5年度

合　　　　　計

45 

4,642 

令和6年度

404 

110 

「種類」欄は主たる共済種類ごとに記載し、金額は当該共済種類ごとに保障金額（死亡保障又は火災保障を伴わない共済の金額
欄は斜線。）を記載しています。

（単位：件、百万円）

63 

賠償責任共済

３　年金共済の年金保有高

４　短期共済新契約高

令和5年度
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保温資材

建築資材

その他

（注）供給高は総額で記載しており、損益計算書における金額とは一致しません。

（注）取扱高は総額で記載しており、損益計算書においては純額で販売手数料として表示しています。

生産資材

肥料

農薬

飼料

農業機械

燃料

包装資材

17,488 

13,999 

その他畜産物

その他農林水産物

3,141 

合　　　計

種 類

15,676 

16,184 野菜

果実

花き・花木

（単位：千円）

4,204 

小　 　計

令和6年度

供給高

37,198 

18,662 

6,553 

6,068 

1 

33,845 

42,984 

燃料

耐久消費財

240 

1 

96,010 86,325 

163,800 

62,482 

5,536 

令和5年度

17,368 

6,438 

8,431 

供給高

42,429 

1 

37,014 

3,514 

19,452 

種 類

- 

取扱高

令和5年度

38,360 

369 

- 

27,035 

生活物資

食品

米

衣料品

日用品

1,536 

小　 　計

ＬＰガス

259,810 

6,839 

256,187 

令和6年度

取扱高

27,454 

350 

18,139 

471,070 

1,629 

経済事業

１　購買事業

２　販売事業

①受託販売

（単位：千円）

合　　　計

8,042 

555,801 525,283 

15,514 

53,171 

169,862 

4,583 

513,131 

49,657 56,946 その他食品
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1,768 

△762 △89 

909 

4 

913 

171 

830 

1,002 

その他の事業

項 目 令和5年度 令和6年度

（単位：千円）
１　指導事業

収入

支出

教育情報費

指導雑費

1,006 

171 

1,596 

指導補助金

実費収入

1,000 

6 

合　　　計

合　　　計

収　支　差　額
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当ＪＡの組合員組織を記載しています。

個人

法人

准組合員数

個人

法人

1,739 
1,731 

8 
2,019 
2,007 

12 

51　 人

19　 人

42　 人

八丈島農業振興青年研究会

八丈島女性部

大賀郷地区畑地かんがい施設利用組合

26　 人

8　 人

21　 人

八丈島レモン生産出荷組合

八丈島ユーカリ部会

八丈町全域地区複合経営促進施設利用組合

（令和7年3月31日 現在）

令和5年度 令和6年度

構成員数

3,758 3,093 
12 

1,998 
2,010 

8 
1,075 
1,083 △656 

△656 
- 

△9 
△9 
- 

△665 

122　 人

42　 人

26　 人

中之郷定置配管施設利用組合

八丈島切葉切花研究会

中之郷園芸研究会

（単位：人、団体）

当組合の組織

１　組合員数

２　組合員組織の状況

28　 人

79　 人

17　 人

八丈島鉢物部会

八丈島公設市場出荷組合

八丈島あしたば部会

20　 人

35　 人

36　 人八丈島切葉切花共撰共販出荷組合

組　　織　　名

八丈島ロベ共撰共販出荷組合

八丈島レザーファン共撰共販出荷組合

八丈島ルスカス共撰共販出荷組合

225　 人

種 類 増 減

合　　　計

正組合員数
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（令和7年4月1日 現在）

合　　　計

28 

17 11 28 

17 11 29 

18 11 29 

18 11 一般職員

令和5年度 令和6年度

男性 女性 計 男性 女性 計
項 目

（単位：人）

非常勤

非常勤 菊池　みゆき

理事

理事

代表監事

監事

監事

非常勤

非常勤

非常勤

伊勢崎　武二

浅沼　大二郎

非常勤

氏　　　　名
常勤・非
常勤の別

非常勤

非常勤

理事

理事

非常勤

非常勤

非常勤

非常勤

奥山　光洋

役職名 氏　　　　名
常勤・非
常勤の別

役職名

沖山　宗春

山下　誉

菊池　寛

菊池　勝男

浅沼　實

理事

理事

理事

理事

理事

３　役員一覧

４　職員

常勤

非常勤

代表理事組合長

副組合長

石井　敏一

沖山　至

伊勢崎　善雄

村山　眞理子

磯崎　正
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（令和7年4月1日 現在）

総 代 会

監 事 会

理 事 会

代 表 理 事 組 合 長

副 組 合 長 理 事

本 店

信
連
代
理
店
課

金

融

共

済

課

経

済

指

導

課

総

務

企

画

課

５　組織機構図

三

根

店

大

賀

郷

店

坂

上

店

金

融

共

済

部

経

済

指

導

部

総

務

企

画

部
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　当ＪＡは、平成１３年４月１日に島しょ地区の６つの組合が合併し、東京島しょ農業協同組合として発足
しましたが、各島を隔てる距離や交通の不便さ、過疎化などの諸問題が大きく影響し、信用事業の廃止や営
業店舗の廃止など大幅な経営改善施策を行わざるを得ない状況となりました。
　最終的には令和３年の１月開催の臨時総代会において、残存している店舗についても新設分割の計画が承
認され、令和３年５月２４日を以って新設分割を行い各地区独自での農協経営を行っていく事となり、加え
て令和４年４月１日には組合名称をＪＡ東京島しょからＪＡ八丈島に変更し、名実共に合併以前の八丈地区
の農業及び農業生産者向けに原点回帰した農協経営を行うべく再出発を図ることとなりました。

６　沿革・歩み

７　店舗一覧
（令和7年3月31日 現在）

店　舗　名 郵便番号 住　　　所 電話番号
ＡＴＭ

設置台数

本店 100-1401 東京都八丈島八丈町大賀郷１５３６ 04996-2-1251 1

三根店 100-1511 東京都八丈島八丈町三根１７６７－２ 04996-2-0263

大賀郷店 100-1401 東京都八丈島八丈町大賀郷１ 04996-2-1225

坂上店 100-1623 東京都八丈島八丈町中之郷２６１６－１ 04996-7-0020
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ＪＡ八丈島

本　　店 東京都八丈島八丈町大賀郷1536 大賀郷店 東京都八丈島八丈町大賀郷1536

TEL.04996-2-1251 TEL.04996-2-1225

FAX.04996-2-1252 FAX.04996-2-1335

坂上店 東京都八丈島八丈町中之郷2616-1

TEL.04996-7-0020

FAX.04996-7-0634


